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はじめに

　本稿は、第2次大戦後、日本経済が戦後の混乱から回復し成長の軌道に
乗った1960年代初頭から、いわゆるバブルの崩壊以前の1990年頃までの、
日本のアジアへの海外直接投資の歴史について考察する。その際、日本の
直接投資政策、国際経済環境、日本企業の直接投資の概要と特徴などの変
遷を中心として述べる。その後、アジア諸国の国際経営環境として最も重
要であると考えられる各国の外資政策の歴史、および日本企業のアジア各
国への海外投資による企業進出について概説する。
　東南アジア諸国では、外資導入による経済発展を目指した。東南アジア
の経済発展にとって海外からの直接投資の役割は極めて重要であった。
1960年代から1990年頃まで東南アジアへの直接投資は、日本企業や欧米
といった先進諸国の企業にとっても重要であった。日本企業は、1970年
代以降の円高に対応して、生産拠点を東南アジアに設置してきた。東南ア
ジア地域内での国際分業、すなわち水平・垂直的製品分業、部品分業、工
程分業のようなグローバルネットワークが構築されてきた。
　本稿では、東南アジア諸国としてシンガポール、タイ、マレーシア、イ
ンドネシア、ベトナム、および主要アジア諸国として台湾とインドを取り
上げ、国際経営環境としての外資政策と日本企業の進出の歴史について考
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察する。

第1章　1990年頃までの日本の海外直接投資

第1節　1960年代までの日本企業の直接投資
（1）1960年代の日本の対外投資の概要
　図表1は、1951（昭和26）年から1970（昭和45）年までの日本の対外
投資の許可額とその累計額を示したものである。この図表から、日本の対
外投資は、1960（昭和35）年代に入ってから増加しはじめたことがわかる。
すなわち、全形態の投資額合計額は、1950（昭和25）年代には年間に数
千万ドルに過ぎなかったが、1960年代前半にはこれが年間1億2千～1億5
千万ドル程度、1960年代後半から急激に増加した。1966（昭和41）年度
が約2億2,700万ドル、1967（昭和42）年度が約2億7,500万ドル、1968（昭
和43）年度が約5億6,000万ドル、1969（昭和44）年度が約6億7,000万ドル、
1970（昭和45）年度が約9億1,000万ドル、と増えている。1970（昭和45）
年度末までの日本の対外投資許可累計額35億9,600万ドルのうち、約73%
は1966（昭和41）年以降によるものである（1）。以上から、日本の海外投
資は、1960年代後半以降から本格化したことがわかる。
　海外投資の形態別に図表1の特徴についてみてみよう。1951（昭和26）
年から1970（昭和45）年までの投資許可累計額の約52%は債権取得によ
るものである。次いで約37%が証券取得の形態である。債権取得と証券
取得で、海外投資の約90%を占めている。債権取得には、海外で日本企
業が事業を経営するという意味での直接投資の定義から外れる投資がかな
り含まれている可能性がある。すなわち、債券投資とは、出資によらず、
設備、機械、特許権などの工業所有権および長期運転資金を現地企業に貸
付けなどを目的とする海外投資である。さらに、証券取得も、いわゆる間
接投資（10%以下の株式の出資割合で経営のコントロールをともなわない
もの）も含まれている。以上からすると、1970（昭和45）年度末の日本の	
海外投資累計額約36億ドルのうち、純粋な海外直接投資は半分程度かそ
れ以下の水準ではないかと推定できる。



（注）1．投資許可（証券取得，債権取得及び海外直接事業に対する「外国為替及び外国貿易管理法」上の許可）の取得額ベース
2．件数は，新規案件である．但し，海外移住事業団の貸付は複雑多岐に亘るので，総て新規案件として計算
3．債権取得には，現地法人に対する延払輸出は含まない
4．海外移住事業団の貸付は債権取得に含む
5．海外直接事業には不動産取得を含む
6．支店とは，商社，メーカー等海外出先機関であるが，現地法人ではない
7．1968年度において，「債権取得」の数字がそれまでに比べ非常に大きくなっているが，これは英国向けの船船融資がここに計上されたからで

ある．実際の中味は，延払い輸出であるが，種々の関係から，相手関バイヤーに対する貸付けという形式をとったもので，例外的である
8．通産省「経済協力の現状」と問題点，（1970,71,72）による統計である

（出記：関口末夫・松葉光司（1974）『日本の直接投資』日本経済新聞社、97頁。）

図表1　日本の年度別，形態別海外投資の推移（1971年3月末現在） （単位　千ドル） 1960年
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（2）対外直接投資の自由化政策
　図表2は、日本の対外直接投資の自由化政策の推移を表したものである。
　1968（昭和43）年頃から、日本経済は、国内景気が上昇し、国際収支の	
黒字基調となってきた。日本政府は、1969（昭和44）年に対外直接投資
の第1次自由化政策をとった。すなわち、投資残高30万ドル以下の案件に
ついては許可事務が日本銀行に委任され、うち20万ドル以下については、
自動許可（一応許可を必要とするが申請されれば自動的に許可される）と
された。1970（昭和45）年には第2次自由化政策として、自動許可の限度
額は20万ドルから100万ドルに引き上げられた。
　1971（昭和46）年、外国為替レートが変更され、1米ドル360円から円
が切上げられ、1米ドル308円（16.88%の切上げ）となった。
　1971（昭和46）年の第3次自由化政策では、原則として、自動許可の限
度枠はなくなった。また、海外での事業に必要な限り不動産への投資も金
額制限なしに認められることとなった。続いて、1972（昭和47）年には
第4次自由化政策が行なわれ、ごく一部を除いてほとんどが日本銀行の自
動許可によることになった（2）。以上のような対外直接投資の自由化政策に
よって、企業は原則として、自由に海外直接投資を行うことができるよう
になった（ただし、日本の海外直接投資は、受け入れ国の直接投資政策・
規制により、大きく左右された）。
　1973（昭和48）年には、外国為替制度が大きく変わり、固定相場制か
ら変動相場制に移行した。

（3）1960年代後半からの日本の対外直接投資増加の理由
　日本の対外直接投資が、1960（昭和35）代後半以降に増加した理由と
して以下があろう。
　第1は、輸出拠点を目的とする海外直接投資が急速に増加したことであ
る。日本は、この時期高度経済成長の真っただ中にあり、1968（昭和43）
年にはGNP総額で旧西ドイツを抜き、資本主義国でアメリカについで世
界第2位になり、先進工業国の仲間入りをした。日本の賃金は、全般的な
経済成長に伴って急速に上昇し、労働集約的な技術に依存する軽工業は開



（出記：関口末夫・松葉光司（1974）『日本の直接投資』日本経済新聞社、90-91頁。）

図表2　対外直接投資自由化措置の主要内容の推移
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発途上国に対して比較優位を失った。そのため、賃金の安い東南アジアな
どに日本企業は進出するという輸出拠点としての直接投資が増加した。
　第2は、日本の輸出増加に対して、現地政府から高関税や数量規制等の
輸入制限的措置を受けたため、日本の企業が第三国に立地しようとする海
外直接投資である。すなわち、現地で生産し、現地で主に販売することを
目的とする日本企業の海外進出である。それは、貿易障壁を回避し、現地
で生産、組み立てをしようとする、現地市場志向型投資である。
　第3は、日本企業が円切上げ（円高）を不可避とみて、切上げ後には国
内で比較優位を失う可能性を考慮して、東南アジアなどに海外拠点を設置
したこともある。1971（昭和46）年8月にニクソン大統領が金とドルの交
換性を一方的に停止し（ニクソン・ショック）、日本は円切上げ（1ドル
360円から308円への16.88%切上げ）を行った。日本の対外直接投資は、
このような円高に対処するために、東南アジアなどへの外国直接投資を増
加させた（3）。

第2節　1970年代までの日本企業の直接投資
　1970年（昭和45）年代に入ると日本の国際競争力が強まり貿易収支や
経常収支の黒字が定着し、1969（昭和44）年から1972（昭和47）年まで
第1次から第4次の対外投資の自由化、日本輸出入銀行の海外投資金融の
金利の引き下げ、海外投資の規制緩和策、などが打ち出された。これらの
海外投資自由化策、円高の進展、日本企業の国際的競争力の向上などもあ
り、1972（昭和47）年頃から日本の海外直接投資は急速に拡大した。
　また、1970年代には日本と米国との間で貿易摩擦が発生し、繊維、鉄鋼、
カラーテレビ、工作機械などの分野で輸出を自主規制するようになった。
この日米貿易摩擦などが、1970年代後半への直接投資拡大の一つの要因
となった（4）。

第3節　1980年代までの日本企業の直接投資
　1980年代前半は、日本の貿易黒字の拡大と自動車、家電などの貿易摩
擦の激化もあり、1970年代後半からの直接投資の増加基調が維持された。
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地域ではアメリカやヨーロッパなどの先進国向けの比重が上昇し、金融・
保険、商業などの第3次産業への投資が増加した。アメリカでは、1982（昭
和57）年にホンダがオハイオ、1983（昭和58）年には日産がテネシー、
1984（昭和59）年にはトヨタがカルフォルニアで現地生産を開始した。
これらの要因により、1981（昭和56）年頃からアメリカへの自動車の直
接投資が急増した。日本のヨーロッパへの直接投資も1980年代から拡大し、
後半には金融・保険向けが大幅に伸びた。これにより、1989（昭和64）
年の日本の対アメリカとヨーロッパ向け直接投資額は全体の7割を占める
に至った。
　1980年代後半の特徴としては、貿易摩擦の影響とともに、円高の進展
が製造業の海外投資を促進させた。すなわち、1985（昭和60）年9月のプ
ラザ合意以降、日本は急激に円高が進み、1985（昭和60）年初頭には1米
ドル250円程度であった円相場が、1986（昭和61）年末には160円台、
1980年代末には120円台末まで円相場が上昇した。また、金融、商業、不
動産などのサービス部門の直接投資も増加した。さらに、M&A（合併と
買収）のための直接投資も増加した。日本企業は、円高への対応や拡大す
るアジア市場向けなどのため、中国や東南アジアなどのアジア地域への直
接投資が急激に拡大したのである（5）。
　この1980年代後半の時期の直接投資は、金額的にみるとかなりの増加
であった（図表3参照）。この時期、①発展途上国から先進国、②製造業
直接投資における労働集約型産業から加工組立型産業へのシフト、③金融・
保険、不動産業向け直接投資の急増、などがある。その背景には、急激な
円高により、①発展途上国はいうまでもなく欧米諸国との間でもドル建て
労働コストにおいて日本が割高になったこと、②円の購買力が増大したこ
と、③円高にもかかわらず、経常収支の大幅黒字が続き、貿易摩擦回避の
ために先進国投資が促進されたこと、④EC市場統合への対応、⑤日本企
業のグローバル化戦略、⑥金融分野の規制緩和、⑦不動産では国内不動産
物件価格の急騰とそれに伴う海外不動産価格の相対的な割安感、などが指
摘できる（6）。1989（昭和64）年の日本の対米、対欧向け直接投資額は、全
体の7割を占めるに至った。



（注）財政金融統計月報，大蔵省届け出統計による。
（出記：日本貿易振興会篇（1993）『1993年	ジェトロ白書・投資編』64頁。）
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（注）大蔵省許可・届け出統計による
（出記：ジェトロ開発問題研究会編著（1989）『アジア産業革命の時代』159頁。）

図表4　日本の海外直接投資額の地域別推移
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第2章　アジアの国際経営環境と日本企業の進出
─1990年頃までの直接投資を中心として

　本章では、アジア諸国の国際経営環境として最も重要であると考えられ
る外資政策について考察する。また、1960年代から1990年頃までの日本
企業のアジアへの直接投資について概説する。
　図表4は、1970（昭和45）年から1988（昭和63）年までの日本の海外
直接投資の地域別推移をみたものである。前章で述べたように、1980年
代後半から日本の海外直接投資が急激に増加していることがわかる。1988
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（昭和63）年度末の累計額（1951-1988年度まで）を地域別にみると、北米
向けが40.3%、アジア向けが17.3%、欧州向けが16.2%、となっている。製
造業で累計額では、北米が48.0%、アジア24.8%と全業種ベースより高くなっ
ている。以上から、日本企業のこの時期までのアジアへの直接投資をみる
と、アジア向け直接投資は米国、欧州とともに重要で、特に製造業の比率
が他の先進地域より高いことがわかる（7）。
　本章では、日本企業の直接投資先として重要であるアジアのなかで、台
湾、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、インド、ベトナム
を取り上げ、国際経営環境としての外資政策、および日本企業の直接投資
の概要について述べる。

第1節　台湾の国際経営環境と日本企業の進出
（1）台湾の外資政策の変遷
　台湾は、外国人の投資受入れに対して戦後の早い時期から積極的であっ
た。1954年には「外国人投資条例」を、1955年には「華僑帰国投資条例」
を公布した。外国人投資条例は、外国人投資に対する権利と義務を定めた
ものであり、台湾において生産事業を経営しようとする外国人は、この条
例に基づいて投資申請をしなければならなかった。華僑帰国投資条例は、
華僑（海外在住の中国人）に対して適用され、内容は外国人投資条例とほ
ぼ同一である。華僑・外国人投資条例に基づいて認可された投資は、国内
企業と同等の待遇を享受することが保証された。
　1953年から第1次経済建設4カ年計画が開始され、内需向け産業の育成
に重点を置き、これらの産業の保護・育成、外国からの直接投資の導入、
国内民間投資奨励、化学肥料や電力などの分野での公営企業の設立、等の
政策が実施された。1950年代の外国投資受入れ実績は必ずしも多くはな
かった。
　1960年前後には、産業政策が輸入代替型から輸出志向型へと転換した。
1959年に外国人投資条例が、1960年に華僑帰国投資条例が改定された。
主要な改正点は、投資分野に対する規制を緩和する一方、投資元本送金の
保証、利益送金の保証、投資事業に関する国内法の適用除外、内国民待遇
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など、投資奨励的側面を強調するものであった。さらに1960年には、「投
資奨励条例」が公布された。その内容は、外資系、民族系を問わず新規や
拡充の投資を対象とした諸優遇措置を定めている。同条例は、1960年制
定以来10年間の実施期限付きで2期繰り延べられ、第3期の満期日（1990
年12月末）で打ち切られた。奨励措置は租税上の優遇措置、工業用地の
開発、公営事業の協力を骨子としていた。また外資事業へは、権利と保障
が約束された。
　1961年には、アメリカで新対外援助法が設定され、アメリカ企業の台
湾投資を側面から援助することになった。1962年には米華投資保証協定
が改定され、台湾通貨の切り下げによるアメリカ企業の損失に対する保証
を義務づけることになった。このような一連の法律の整備、制度の改革に
よって、アメリカ企業の台湾投資が急速に進展した。これは、中国本土と
の関係という台湾の国際政治的不安定のため、アメリカとの経済的協力関
係の構築ということもあろう。また、1962年、台湾は技術使用料の送金
あるいは再投資を認める「技術合作条例」が制定され、技術の対価の支払
いが明確になり、外国からの技術の導入に道を開いた。
　1957年に実施された第2次経済建設計画、また1961年からの第3次計画
の基本目標は、工業化と輸出産業の育成を通して、所得の増加、就業機会
の増大、国際収支の均衡を達成することであった。こうして輸出農産品の
多様化と増大、工業製品の輸出増大が図られ、貿易収支は1963年にはじ
めて黒字を計上し、1964年には経常収支も黒字となった。しかし、就業
機会の増大という目標は計画値を大きく下回り、また、人口の急増という
事情も加わって雇用の安定が急務の課題となった。
　台湾政府は雇用の安定と産業の近代化を達成するため「投資環境改善策」
を打ち出し、1965年、その具体化の一つとして「輸出加工区設置管理条例」
を立法化した。そして1966年には高雄市に第1号の「高雄輸出加工区」が
設置された。アジアで最も早い、画期的な輸出加工区の出現である。輸出
加工区は、就業機会の創設および輸出の拡大を目的とした輸出専門工業団
地である。輸出加工区の工場に対しては、税金の減免というインセンティ
ブがあった。すなわち、①国外から輸入する自社用機械設備、原料、燃料、
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材料および半製品の輸入関税、②製品および自社用機械設備、原料または
半製品の物品税、③営業税、④輸出加工区内の新設標準工場または管理所
が同区内にある私有建造物を買収したものを購入した際の契約税、等に対
して減免措置を行なった。輸出加工区で生産した製品は、特別の事情があ
るもの以外は原則としてすべて輸出する義務があった。1960年の「投資
奨励条例」立法化とこの輸出加工区の設置という2大投資要因によって、
台湾は1960年代を通じて外国資本の流入は順調に増加した。
　1970年に「投資奨励条例」が改定され、過度に労働集約的な産業に対
する優遇措置を縮小する一方、重化学工業の発展を目的に、投資奨励分野
を、（1）大規模な資本を要する基礎産業、（2）高度技術を要する産業、（3）
輸出拡大あるいは国内の新規市場を開拓できる産業に絞るという選別計画
が示された。また同年には、新たに高雄市の北方約10キロに「楠梓輸出
加工区」が、また台中市の北方約10キロに「台中輸出加工区」が設立され、
多くの投資を誘致するのに貢献した。
　1973年の石油危機による世界的不況で、輸出依存の高い台湾経済は、
1974年に戦後はじめてゼロ成長を記録した。石油危機の影響によって停
滞した外国人投資の増大をはかるため、1977年「投資奨励条例」は再び
改定された。同年さらに投資奨励条例の実施規則に当たる「投資環境改善
要点」が公布された。さらに1979年には、先端科学技術の発展促進を目
的とした「科学工業園区設置・管理条例」が立法化され、これに基づいて
翌年には新竹市郊外に「新竹科学工業園区」が設立された。この新竹科学
工業園区は、台湾の電子産業などの代表されるハイテク産業の技術開発と
製造において、画期的な役割を果たした。日本の筑波学園都市に似たこの
ハイテク工場区は、アジア初であり、諸外国からも注目された。
　1980年に入り、従来からの特別奨励産業とされてきた資本・技術集約
的産業が、改めて産業構造高度化のための戦略産業とされ、外資導入奨励
業種に指定された。また、同年中に投資奨励条例が再び改定され、奨励業
種に対する優遇措置が大幅に拡充された。
　1991年からは、「投資奨励条例」（1990年12月末が満期日）が発展的に
解消された形で「産業昇級（高度化）条例」が制定された。この条例は、
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租税の減免、開発基金の創設、工業区の設置等を通じて研究開発、省力化、
公害防止、人材養成、国際ブランドイメージの確立等を促進する目的で、
外国、国内資本を問わず奨励しようとするものであった。台湾は、これま
での外貨を稼ぐための外資企業から、高度技術の開発、オートメーション
化、R&D、省力化、人材養成、高度な経営ノウハウ、といった外資企業
のより質がレベルアップするための政策に転換した。
　1990年初頭頃、台湾では外国資本の出資比率については、投資制限業
種へ投資するのを除き原則として100%出資が認められた。また、雇用比
率については、総経理（社長）以外は、原則として役職員についての国籍
制限はなかった。以上のように、台湾は、外資に対する規制を緩和し、優
遇措置などを講じ、また、輸出加工区等を中心としたインフラの整備を行
い、日本やアメリカを中心とした多くの外国企業が1990年頃までに台湾
に投資を行った。

（2）台湾への日本企業の直接投資
　日本企業の台湾への直接投資は、戦前日本が統治していたという関係も
あり、戦後の早い時期に繊維産業などを中心として台湾への直接投資が始
まった。日本企業の台湾への直接投資が本格化したのは、1960年代後半
頃からである。1966年の「高雄輸出加工区」を皮切りに、相次いで輸出
加工区が開設され、台湾の投資環境も改善された。このように台湾の投資
環境が整備されたことによって、台湾に対する日本企業の直接投資は大き
く伸長した。また、この時期頃から日本企業の海外事業展開が活発になっ
たことも、台湾への投資が拡大した大きな要因である。
　図表5は、1952年から1987年までの台湾への外国人投資の認可累計額
を国、華僑ごとに産業別分布も含めてみたものである。外国人投資の認可
累計額は、アメリカが22億6,900万ドルと第1位で、日本が17億8,300万
ドルと第2位で、華僑が14億3,500万ドルと第3位となっている。この時
期の台湾への投資は、国で見るとアメリカと日本が中心になっている。す
なわち、1952年から1987年までの投資金額の累計では、両国で過半を占
めていた。業種では外国人投資はいずれも製造業中心で、なかでも電子・



（注）グラフ内の数値は構成比（％）。
（出記：谷浦孝雄編（1989）『アジアの工業化と直接投資』アジア経済研究所、127頁。）

図表5　華僑，外国人投資の産業別分布状況
（1952〜87年認可額累計）（100万米ドル）
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電機産業が最大の割合を占めていた。華僑は、サービス産業（第3次産業）
などの「その他製造業」も多かった。1986年当時、台湾の電子産業の売
上高上位25社をみると、日系企業が7社ランクインされている。すなわち、
第2位が台湾松下電器、第7位が台湾オリオン電機、第9位が台湾三洋電機、
第15位が台湾日立テレビ工業、第16位が台湾ユニデン、第24位が台北ミ
ツミ、第25位が白砂電機、であった（8）。
　1980年代後半になると、台湾は賃金上昇などもあり、日系企業は賃金
水準の安い他の東南アジアや中国に生産拠点を移す動きが見られた。その
場合、台湾拠点を、高付加価値製品の生産を日本から移管させるケース、
企業規模を縮小するケース、および撤退するケースなどがあった。

第2節　シンガポールの国際経営環境と日本企業の進出
（1）シンガポールの外資政策の変遷
　1965年、シンガポールはマレーシア連邦から分離・独立した。当初は、
労働集約的・輸入代替型産業の育成を目指し、政府は輸入割当、関税引き
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上げ等の政策によって国内産業の育成をはかった。
　1967、68年頃には、従来の輸入代替志向型から、輸出志向型の産業政
策に大胆に転換した。輸入代替型産業の育成にとってシンガポールの国内
市場は余りにも狭隙であり、それは高コスト・高価格をもたらすとの認識
に基づくものである。1967年には、「経済拡大奨励（措置）法」が制定され、
外資を利用した輸出志向工業化を目指した。これにより新規輸出からの利
益に対する法人税率が引き下げられ、また海外からの借入れに対する利息
の無税化、および技術使用料などの支払いに対する税率の大幅な引き下げ
などが実施された。また、自由貿易に向けて各種輸入規制が撤廃され、輸
出促進政策がとられた。
　シンガポールの外資政策の特徴は、統制主義的な傾向がないことであ	
る。出資比率の制限、利潤送金制限、フェイド・アウト条項、現地人登用
といった外資制約項目は原則としてない。輸出志向型の産業政策の促進や
インフラストラクチャー整備のため、シンガポール政府は公企業や公団を
数多く設立した。1961年に設立された経済開発庁（Econmic	Development	
Board:	EDB）の一部の機能を移管させる公企業として、1968年には工業団	
地の建設を担当するジュロン・タウン開発公社（Jurong	Town	Corporation:		
JTC）、産業金融を担当するシンガポール開発銀行（Development	Bank	of	
Singapore:	DBS）、輸出促進を担当する国際貿易会社（INTRACO）を相
次いで設立して、政府主導による輸出志向の外資導入政策が行なわれた。
このような政府の外資導入政策により、外資によるシンガポールヘの直接
投資は飛躍的に増大した。この時期の輸出志向型工業化は、低賃金・労働
集約的産業を主体として進められた。
　1973年の第1次石油ショックは、シンガポール経済にも大きな影響を与
え、低賃金・労働集約産業に依存した輸出志向工業化に陰りが見え始めた。
加えて、国内の労働力不足により、生産性の上昇を上回る賃金上昇が起き
た。1969年に設立された賃金に関するガイドライン作成のため政府・労働
組合・経営者の三者で構成する全国賃金評議会（National	Wages	Council:	
NWC）は、賃金抑制策を打ち出した。1973年には、民間企業の生産性促
進を援助する政府機関として国家生産性庁を設立し、政府をあげて生産性
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向上運動を行なった。
　1979年からは、従来の低賃金・労働集約的産業を主体とした輸出志向
工業化からの転換が試みられた。高賃金・高付加価値産業を主体とする輸
出志向工業化を目指す産業構造高度化政策がとられた。全国賃金評議会は、
経営側に生産性の向上と労働集約的部門の近隣諸国への移転を促し、1979
年から3年間にわたり30%の賃上げを行なうよう勧告した。シンガポール
政府は、賃金引き上げを先行させて産業構造の高度化をはかるという高賃
金政策を実施した。労働者の再訓練のための技能開発基金（SDF）の設立、
および企業別組合の再編成、企業内福祉の充実などが奨励された。その他、
オートメーション・機械化、コンピュータ化の促進、R&Dの促進等の政
策を実施した。
　それまで比較的高めの成長を維持してきたシンガポール経済は、第2次
石油危機等による世界的不況等の原因により、1985年はマイナス成長を
経験した。その年は、海外からの直接投資も大幅なマイナスとなった。シ
ンガポール政府は、さらに投資環境を改善するために、1986年2月、以下
のような政策を実施した。中央積立基金（CPF）の雇用主負担分の引き下
げ、個人所得税の控除、法人税率引き下げ等を内容とする景気刺激策を発
表した。同年3月には、企業に対する租税の減免措置として、パイオニア
産業減免、既設企業拡張免税・研究開発向け投資減税等の税控除が発表さ
れた。パイオニア産業減免では、国内で未発達で発展が期待できる製造業、
エンジニアリングサービス、コンピュータ関連サービス、工業デザイン開
発・制作を行なう企業で主務大臣が認めたものについては、5～10年の法
人税が免除された。既設企業拡張免税では、国内で未発達で発展が期待で
きる業種で新規資本投下が1,000万シンガポールドル以上のものは、主務
大臣が国益に貢献すると認定した場合、その追加投資による所得増加分に
5年以内の減税が適用された。研究開発向け投資減税では、機械設備は、
3年間で原価償却が認められ、また研究開発用資本投資額の50%までを課
税対象から控除するなどの優遇措置を認めた。
　1990年代に入ると、シンガポールは、外国からの投資、特に高度技術
産業分野に対する投資受入政策に移行した。公共事業（交通、通信、マス
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コミ）への外資の進出は制限された。金融、保険業、一部の指定品目（ビー
ル、たばこ、火薬、一部の家電製品、鉄製品など）については事前審査、
事前許可が必要であった。その他の業種・品目については100%外資で会
社を設立し、営業活動を行なうことができた（ただし、小売業については、
個別の指導により外資比率は49%以内に制限された）。また、資金調達に
ついては、1978年6月に為替管理が撤廃され、外貨取入れは自由となった。
海外送金や再投資についての制限はなかった。政府の外資政策は、シンガ
ポールを国際ビジネスセンター、国際空輸・海上輸送センター、多国籍企
業の地域事業本部の所在地およびサービスセンターに発展させることを目
指した。
　各種優遇措置のなかで、地域統括本部（Operation	Headquarters:	OHQ）	
のステータスがあった。地域統括本部として認定された企業の利益に対す
る法人税を通常の33%から一定期間10%に減税された。また配当金も免
税になった。このようなこともあり、1990年頃から、欧米や日本等の多
国籍企業がアジア地域統括本部をシンガポールに置くケースが増加した。

（2）シンガポールへの日本企業の直接投資
　シンガポールは、付加価値の高い製造業、地域統括本部など経済の高度
化を図った。すなわち、1985年頃から、製造業のみによる経済発展には
限界があるとし、製造業とサービス業のバランスのとれた成長を目指す

「トータル・ビジネス・センター」構想を推進した。
　このようなシンガポールの国際経営環境もあり、日本のシンガポールへ
の直接投資の変遷をみると、製造業から非製造業への投資、R&Dセンター
や地域統括本部の設立、などがみられる。1991年度の日本企業のシンガポー
ルへの直接投資における製造業と非製造業の割合をみると、製造業28.8%
に対し、非製造業71.2%と非製造業に占める比率がかなり高い。これを
1981年度でみると、製造業64%、非製造業36%と逆に製造業のシェアが
高かった（9）。また、製造業分野への直接投資では、労働集約型から技術・
資本集約型分野ヘのシフトが進んだ。さらにR&Dセンターやアジア地域
統括本部の設立などもあり、シンガポール政府のトータル・ビジネスセン
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ター構想に沿う形で日本企業の直接投資は移行していった。

第3節　タイの国際経営環境と日本企業の進出
（1）タイの外資政策の変遷
　1960年代から1970年代初期までは、外資奨励政策の環境面での整備、お	
よび輸入代替を目的とする外資政策を行なった時期である。1960年には、
外国投資の促進のための機関として投資委員会（Board	of	lnvestment:	BOI）	
が設立された。また、同年に、それまでの産業奨励法を改正し、「産業投
資奨励法」を制定した。
　タイ政府は,国家経済社会開発計画として、1961年から第1次5カ年計
画を開始した。この国家計画の政策目標は、民間活力の活用、インフラの
整備、国内外の民間企業の投資促進に重点をおいた。その政策に沿って、
1962年に産業投資奨励法を大幅に改正した「1962年産業投資奨励法」を
制定した。この産業奨励法は、外資を積極的に導入し、輸入代替型の工業
を育成することを狙いとした。政府は、繊維製品等、消費財の輸入関税を
大幅に引き上げる一方、国内産業への外国資本投資を税制面で奨励する政
策をとった。外資に対する法人税の免除期間の延長、利益送金の保証等の
優遇措置を行なった。1965年には、投資委員会の権限強化を目的とした
機構改革を行ない、総理府の直轄機関とした。この時期は、国内産業保護
のために導入された高関税を回避し、タイ市場を確保する輸入代替を目的
とし、政府の産業投資奨励法にも誘発されて、日系企業を初めとする外国
企業は盛んにタイに直接投資を行ない企業進出を果たした。この輸入代替
型産業の育成は、タイの工業化や国内の産業基盤の強化には一定の効果を
もたらしたが、他方では国内生産のために必要な部品、機械設備等の資本
財の輸入が増大し、国際収支の悪化を招いた。また、狭隘な国内市場によ
り規模の経済が追求できない、関税障壁により国際競争から隔離されてい
た等から、この時期のタイ企業の生産性は低く、国際競争力は低い状態で
あった。
　1970年代前半期は、新投資奨励法により輸出産業の奨励が開始された
時期である。1972年には、従来の輸入代替政策から輸出志向政策を目的
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とする「1972年投資奨励法」が制定された。これは、タイの外資政策の
転換点として重要なもので、その投資奨励法の概要は以下である。

①輸出産業の重点的奨励。輸出商品生産のための原材料・部品・機械の
輸入に対する輸入税および営業税の免除、等の優遇措置の導入。

②工業立地の地方分散。地方開発、地域間格差の解消のため、特定地域
に立地した企業に税制上の恩恵を与える。

③法人所得税の免除。法人所得税は、3年間以上、最高8年間免除される。
④奨励企業に対する各種の国家保証。国は奨励企業の産業活動と競合す

るいかなる新規産業活動を行なわない。国はいかなる民間企業をも国
有化しない。生産された製品の輸出はつねに許可される。

⑤移民法によって規定されている割当枠（1国あたり200人）を越えて、
必要な期間、外国人熟練労働者または専門家、およびその妻子の入国
を認める。

　1972年から、輸出志向型産業振興に重点をおいた第3次5カ年計画が開
始された。この時期は、1972年の10月に起こったタイ大丸事件をきっか
けとする日本製品不買運動、1973年10月の学生革命を契機としてタノム
政権が倒れ文民政権の誕生、1974年の田中角栄首相訪タイ時の反日運動、
等の政治状況下で奨励企業の選別を強化するという外資規制措置が実施さ
れた。輸出産業への外国資本からの投資を期待しながらも「外国企業規正
法」（1972年11月）、「外国人職業制限法」（1973年12月）を制定して外国
企業の投資を規制した。さらに、非輸出産業（輸出が売上げの20%以下）
は現地側パートナーが資本の60%以上を所有するべきであるとする「新
投資ガイドライン」の設定（1975年）により、資本の現地化を強化した。
しかし、この現地化の規制の強化は、軍部の反クーデター（1967年10月）
以降緩和の方向に向かうことになる。
　1970年代後半から1990年頃までの時期は、直接投資を歓迎する奨励策
が打ち出され、輸出志向政策がさらに強化された。1977年4月に従来の投
資奨励法が大幅に改正され、1977年投資奨励法（10）が制定された。
　輸出志向型産業をさらに育成するために、1978年7月には外国人職業規
制法の改正、1978年7月と1982年4月には外国企業法の規制緩和、および



（注）BOI（投資委員会）による。
（出記：日本貿易振興会篇（1993）

『1993年	ジェトロ白書・投資編』203頁）

図表6　国・地域別直接投資受入残高
（1960年〜各年末）

（単位　1,000バーツ）
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1983年1月にはBOIの通達が実施された。特に1983年のBOI通達は、外
国資本の投資比率の緩和が行なわれた。すなわち、外国投資家は、製品の
50%以上を輸出する場合は過半数、100%輸出の場合は100%の資本所有が
認められた。なお、主に国内市場向けの企業では、タイ側が登録資本の
51%以上の株を所有することとした（例外として、農業、動物飼育業、漁
業、鉱業、サービス業の場合のみ、タイ側は60%以上の資本所有が可能
であった）。以上のように、タイ政府は、外国資本の資本所有に関しても
100%外資が株式を保有する完全所有を認める外資優遇政策を打ち出した。

（2）タイへの日本企業の直接投資
　タイは、日本企業の東南アジア投資の中で、戦後の早い時期から始まり、
最も直接投資の多い国の1つである。タイの経済においても、日本企業の
プレゼンスは高い。図表6は、1986年度と1991年度の時点での、タイへの
国別直接投資受入残高をみたものである。日本は、海外からの直接投資受
入国のトップで、第2位はアメリカである。日本は、1986年では直接投資
受入残高合計約2,387億バーツのうち約489億バーツで約20%、1991年では	

直接投資受入残高合計約8,484
億バーツのうち約2,774億バー
ツで約33%、を占めている（11）。
以上のように、タイの海外から
の直接投資の中で日本の占める
比重は高い。
　日本のタイへの直接投資は、
1960年代頃から始まったが、
急激の増加したのは1987年頃
からである。図表6でわかるよ
うに、1960年から1986年末ま
での日本の直接投資残高額が約
489億バーツであったのが、
1991年のその額が約2,734億
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バーツと5年間で2,245億バーツ増加したことになる。この5年間で、1986
年までの過去25年間の累積額を4倍以上、上回ったことになる。いかに
1987年からの投資ラッシュが凄まじいものであるかは、この数字からも
わかる。この大きな要因は、1985年9月プラザ合意以降の日本が急速に円
高となり、その対応としてタイに海外拠点を設ける日本企業が増加したこ
と、タイが積極的に外資導入政策を採ったこと、タイの国内が1980年代
後半から著しい景気回復となったこと、等のためであろう。
　1987年頃からの日本のタイへの直接投資には、新たな傾向がみられる（12）。
　第1は、日本企業の投資分野が従来の国内市場向け輸入代替産業から海
外市場向け輸出産業へと転換したことである。これは、タイの外資政策が、
製品輸出の比率により、外国資本の投資比率の緩和が行なわれたためとい
うこともあろう。
　第2は、日本企業の投資分野が広範囲に及んできたことである。それま
では、日本企業のタイ投資は製造業の場合、繊維と電機・電子の2業種に
多かったが、それらに加えて自動車などの輸送機器、機械、石油化学・プ
ラスチック、農産物加工、など多様な産業がタイに進出した。特に代表的
な業種は自動車・二輪産業で、トヨタ、日産、いすゞ、マツダ、三菱自動
車、ホンダ、鈴木自動車、ヤマハ発動機などがタイに投資を行った。
　第3は、日本企業の1社当たりの投資金額、雇用規模が大きくなったこ
とである。タイで大規模な輸出拠点としての工場を新設および増設の動き
がみられた。
　第4は、日本の中小企業のタイ投資が増加したことである。この時期、
円高の進行で日本からの輸出環境が悪化した中小企業は、タイなどのアジ
ア諸国に生産・輸出拠点を移転する動きがみられた。また、親企業の工場
のタイ進出などで、いわゆる下請企業や系列企業がタイに進出する動きも
あった。
　第5は、日本企業にタイ進出の所有戦略において、従来の合弁形態での
進出から日本企業の100%出資、あるいは80%以上の大多数所有による進
出が増加したことである。特に、この傾向は新規の進出企業、特に輸出志
向企業に顕著にみられた。
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　第6は、日本企業の立地の面で、従来のバンコク集中から地方分散への
移行がみられたことである。BOIがバンコクに立地する工場に対して税制
上の恩典供与を中止したこと、また政府が造成した工業団地がバンコク以
外に立地していることなどもあって、日本の新設工場はバンコクからバン
コク近県、さらには東部、北部、東北タイヘと分散した。
	
第4節　マレーシアの国際経営環境と日本企業の進出
（1）マレーシア新経済政策一ブミプトラ政策
　マレーシアの外資政策の変遷を概観する前に、マレーシアの外資政策を
基礎づけているマレーシアの新経済計画について考察する。
　新経済計画（New	Economic	Policy;	NEP）は、1969年7月に公表され、
1971年から実施された。第2次マレーシア計画（1971～75年）から第5次
マレーシア計画（1986～90年）までの四つの中期計画を通じて具体化され、
実行されてきた。
　新経済計画は、1969年5月の人種暴動の反省を踏まえて、国民の統一実
現を最優先課題と捉え、特に以下の2点を主要目標とした。第1は、人種
にかかわらずすべてのマレーシア人の雇用機会と所得水準を増大させ貧困
を撲滅させることである。この目標達成のため、雇用機会創出の加速、生
産性の向上、農村の社会・公共施設の改善等の政策実施がうたわれた。第
2は、人種間および地域間の経済格差を縮小し、最終的に解消するための
社会の再構築である。これは、従来経済的地位が低かったマレー人の経済
的地位を向上させ社会を再構築することをねらいとした。以上、新経済計
画は、経済全般におけるマレー化、マレー人優遇政策を推進する、いわゆ
る「ブミプトラ	（bumiputera）政策」が中心となっている。このブミプト
ラ	（bumiputera）は、「土地の子」という意味のマレー語である。
　第1の目標である貧困撲滅に関して、具体的に以下の政策を行なった。
第1は、国民所得水準の引き上げによる雇用機会の増大である。貧困ライ
ン以下の家計の比率を1970年の49.3%から、1990年には15.0%まで引き下
げることを目標とした。第2は、工業化によって主導される高度経済成長
戦略である。製造業部門の年平均成長率目標は、極めて高い12.3%に設定
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された。また、GDPに占める製造業のシェアを1970年の13.8%から1990
年には35.2%に高めることを目標とした。全体のGDP成長率は、工業化
を踏まえて7.1%とした。第3は、公営企業の積極的な設立である。公営企
業は、傘下に子会社、民間企業と合弁からなる膨大な企業を抱える一大企
業グループを形成していった。これらの公営企業をてこにして開発を進め
ることが、1970年代のマレーシア経済の際立った特色であったといって
よい。これら公営企業グループの企業に対しては資本金、優遇金利、有利
な融資条件での貸付金が財政資金を通じて流された。第4は、農村・農業
の近代化政策である。都市部と農村部の均整のとれた発展、特に農村部に
おいて都市的機能を持つ「新成長センター」を創設し、新規の土地開発を
結びつけた地域開発を促進させた。
　社会の再構築としてのマレーシア人優遇政策「ブミプトラ政策」に関し
て、具体的に以下の政策を行なった。第1は、ブミプトラたるマレー人に
よる資本ストックの所有比率を増大する資本所有のブミプトラ政策であ
る。マレー人の株式所有比率を1970年の2.4%から、30%まで高めること
を目標とした。残りの40%はノン・ブミプトラである華人、インド人に、
30%は外国資本というガイドラインが決められた。成果として、NEPの
最終年である1990年時点でのブミプトラの資本所有の実績は19.6%であり、
目標を下回る結果となった。第2は、経済の各部門のあらゆるレベルの雇
用に国の人口の種族構成を反映させることを目標とした。製造業を含む第
2次産業部門の雇用において、マレー人の比重を1970年の30.8%から1990
年には51.9%まで高めるよう計画された。そして、職業別にもマレー人の
比重を高め、管理・経営職種における雇用比率を1970年の24.9%から
1990年には49.9%に引き上げることに目標をおいた。成果として1990年
時点で、管理・経営職種では、依然として華人の割合が高かった。

（2）マレーシアの外資政策の変遷
　マレーシアの直接投資促進に関する法律や制度の変遷をみてみよう。
　法律の整備に関しては、外国からの直接投資を奨励する目的で1965年	
に、「創始産業法」が制定された。1968年にはこの法律が改正され「投資
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奨励法」（Investment	Incentive	Act）となった。この法律は、輸入代替と	
輸出振興を目的としたものである。投資奨励法は、1986年まで存続し、そ	
の間数回にわたる修正がなされている。そのなかで重要な修正は1971年、
1974年と1980年である。1971年と1974年の修正の中心的内容は、投資企
業の雇用吸収力や立地先に対する奨励項目の新設であり、これらの企業に
対する法人税や開発税等の税制面での一層の優遇処置である。すなわち、
雇用創出、輸出志向型工業の振興、地域間格差の是正が、直接投資の効果
として期待された。1980年の修正では、輸出奨励に伴うインセンティブ
が新規に導入され、輸出産業奨励の方針が明確に打ち出された。
　また、直接投資を奨励する制度として、1967年から保税加工工場制度
ができ、1971年には輸出を目的とした企業の投資を奨励するため自由貿
易区が制定され、1990年頃まで4州に9区設けられた。
　マレーシアは、NEPで資本所有に関する目標を設定している。NEP	
の目標の達成のための法律として、1975年に「工業調整法」（Industrial	
Coordination	Act,	1975）が制定、実施された。外資比率については、工
業調整法に基づいて外国資本所有比率に関するガイドラインが1975年に
政府によって決定され、運用された。
　このガイドラインでは、投資企業を国内需要型と輸出志向型企業の2種
類に分けて、外国出資比率を示している。新規の輸出志向型企業に関して
は、企業の輸出比率に応じて優遇処置がとられた。具体的には、100%輸
出の場合は100%の外資所有、80%以上輸出の場合は51～79%外資所有が
認められた。また新規の国内需要型企業（マレーシア国内での販売を目的
とする企業）は、基本的にはマレーシア国内資本の100%出資とされた。
ただし、マレーシア未開発技術を導入するケースに限り、国内需要型企業
であっても最大限30%の外資による出資が認められた。
　1980年代に入りこの外国資本所有比率に関するガイドラインは緩和さ
れた。すなわち、80%以上輸出の場合は100%外資所有、51～79%輸出の
場合は51～79%外資所有、20～50%輸出の場合、30～51%外資所有、
20%未満の輸出比率の場合は最大限30%外資所有となった。マレーシア政
府は、より一層の外資導入による輸出促進を目指すようになった。
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　1970年代の規制色の強い投資政策に対し、1986年以降、マレーシア政
府は規制緩和政策に転換した。政府の具体的な動きとしては、1986年2月
に発表された「中期工業マスタープラン」、および工業部門への投資政策
に関して、より民間資本の参加を促進すること、外資に対する規制緩和と
インセンティブ・システムを見直すこと、の2点がうたわれた。マレーシ
アは、1985年のプラザ合意を契機として、外資の直接投資導入にはずみ
を与えるために大幅に外資規制の緩和政策を行なった。
　1986年には、投資奨励法に代わり、新たに「投資促進法（Promotion	of	
Investment	Act）」が制定され、投資インセンティブ・システムの整備が
行なわれた。これに添って、外国資本に関するガイドラインが大幅に緩和
された。すなわち、1986年10月1日から1990年12月末の間に行なわれる
新規・拡張投資に対し、以下の条件を満たすものは外資の100%出資を認
めることになった。①製品の50%以上を輸出すること。②常用労働者が
340人以上でかつ人種構成比が政府の方針に合致していること。③マレー
シア国内市場向けに製造されている製品と競合しないこと。以上のように
100%外資完全所有に対する輸出比率のガイドラインが、これまでの80%
から50%へと大幅に引き下げられた。1988年7月には、国内需要型企業に
ついても緩和措置がとられた。そのガイドラインでは、①製品の20%を
最低限輸出すること、②創業から5年後には、出資構成比率を現行のガイ
ドラインに合致するように変更すること、などの条件のもと100%の外資
所有が認められた。国内需要型企業については、1975年の工業調整法導
入以降、基本的に「最大限、外資所有30%」というガイドラインを保持し
てきたが、1988年の国内需要型企業に対する外資の出資比率の緩和措置は、
マレーシア政府の外資政策において大きな転換点であった。

（3）マレーシアへの日本企業の直接投資
　1985年9月のプラザ合意以降の円高を契機として、日本企業は海外直接
投資を急激に拡大させた。マレーシアも1985年以降、日本企業の直接投
資が急増した。
　1990年までの日本企業のマレーシア投資を業種別にみると、電気・電子	
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が最も多く、鉱業、機械、化学、サービスなど多様であった。マレーシア
は、米国や欧州の電気・電子の多国籍企業の直接投資による進出が多く、
東南アジアでの電気・電子産業の一大拠点となっている。日本の主要な電
気・電子メーカーでは、ソニー、松下電器、松下電工、日立、シャープ、
東芝、三洋、NEC、富士通、日本ビクター等、さらに、ミツミ電機、立石	
電機、ローム、アルプス電気、タムラ製作所、横尾製作所、光岡製作所、
東洋通信工業、クラリオン等の電子部品、電気・電子メーカーが、1980
年代までに直接投資によりマレーシアに進出した。
　マレーシアは、人口が当時1,800万人程度と他の東南アジア主要国と比
べると人口が少なく、国内市場が限られており、労働者供給不足もあり、
これらの点が課題であった。

第5節　インドネシアの国際経営環境と日本企業の進出
　インドネシアの国際経営環境として外資政策の変遷について考察する。
　インドネシア政府の外資政策は、1965年から現代まで四つの時期に分
けることができる。
　第1期は1965年度から1973年度までで、積極的な対外開放による輸入
代替政策の時期である。1967年12月に外資導入法（Foreign	Investment	
Law）が制定され、外資に対して幅広い活動範囲と種々の優遇措置を与え
た。多くの分野を外資に開放し、法人税の免除（最初の3年間）、機械・
設備輸入の免税、利潤・配当の海外送金の保証などの条項が設けられた。
この時期に第1次5カ年計画（1969～1973年）が実施され、輸入代替型産
業の発展に高い優先順位を置いた。優先産業としては、農業発展を支える
産業（肥料、化学、セメントなど）と生活の基礎産業（繊維、履物など）
であった。外国からの直接投資もこれらの産業、特に繊維産業が積極的に
誘致された。
　第2期は、1974年から1981年までである。この時期は、膨大な石油産
業に依拠して輸入代替工業化を拡大し、包括的工業化を推し進める政策を
とった。国内産業の保護・育成を目指して、外資を誘致しながらも少しず
つ外資の進出禁止分野の拡大、外国人の雇用規制、輸入代替工業部門の国
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産化義務規定、輸入に関する各種規制を強化した。この期間は、経済ナショ
ナリズム、政府主導型投資と各種の規制が強かったことが特徴である。外
国資本の過剰進出、外国企業の華僑資本との提携、所得不平等などが表面
化し、社会的不満（1974年1月に起こった日本の田中角栄首相の訪問に対
する反日暴動で頂点に達した）が勃発したため、外国資本に対する規制が
強まってきたのである。政府は、1974年1月に外資政策を次のように見直
した。①外国投資はすべてインドネシア資本等の合弁とし、プリブミ（イ
ンドネシア原住民）をパートナーとすること。②新たな合弁企業は、イン
ドネシア側出資比率を一定期間以内（原則として10年以内）に51%以上
とすること。③現地側パートナーがプリブミでない場合、資本の50%以
上を資本市場を通じプリブミに売却すること。政府は、プリブミ優先政策
を実施し、資本構成、人事などの面でインドネシア人、中でもプリブミに
傾斜させようとした。これらの政策は、現実にはすべて実現したわけでは
ないが、外国資本と国内の華僑資本を排除しようとする経済ナショナリズ
ムの強い政策であった。
　この時期は、石油がインドネシアの輸出や国家歳入において大きな比重
を占めていた。石油輸出収入によってもたらされた国家歳入の急増は、外
国資本からの一定の自立基盤を与え、インフラストラクチャーと生産への
国家投資の基盤を与え、工業政策に要請される規模の政府開発資金の基盤
を与えた。この時期に第2次5カ年計画（1974～1978年）と第3次5カ年
計画（1979～1983年）が策定・実施された。第2次計画では、天然資源
をより付加価値の高い段階に加工する産業（ゴム、木材、石油、鉱産物な
どの製品）の発展が重視された。第3次計画では、資源加工産業、労働集
約的最終製品の発展に加えて、資本財産業（土木など）の育成が重視され
た。
　第3期は、1982年から1986年までである。世界景気が低迷し、石油価
格や主要1次産品価格が下落した。インドネシアは、国際収支においても
財政においても石油部門に主として依存する体制が崩れていかざるをえな
かった時期である。1970年代後半以降の外資規制政策やプリブミ政策で
外国からの直接投資も停滞した。これらの要因でインドネシア経済はこの
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時期に深刻な停滞に直面した。インドネシア政府は、再び輸入代替分野で
の外資導入促進政策へと動いた。1984年からの第4次5カ年計画では、資
源加工、資本財、高度技術産業の振興に力を入れようとした。
　第4期は、1980年代後半からで、規制緩和、民営化によって特徴づけら
れる。これに加えて世界経済の好転、外資流入の増加、重化学工業化政策
の修正が経済回復に繋がった。政府は、従来の高度に保護主義的で輸入代
替型政策から、輸出振興工業政策化の方向へ軌道修正した。外資系企業、
新規外国直接投資に対してもプリブミ政策の見直しを初めとする各種の規
制緩和を進めた。
　1990年までの規制緩和の内容に関する具体的な内容の変遷は以下であ
る。
　1983年～85年には、規制緩和政策の重点は、金融部門と輸出通関部門
に向けられた。
　1986年には、外資に対する規制緩和策として次のようなものが導入さ
れた。

①国投資最低投資額は、100万米ドルと固定化されていたが、弾力的に
運用することとする。

②外国側パートナーの当初持ち株比率を条件つきで95%まで引き上げ
る。

③輸出合弁企業の「現地調達制度」は廃止する。
④外国投資の認められる業種を倍増する。

　1987年には、投資分野でさらに次のような規制緩和政策がとられた。
①輸出志向型合弁企業での外国人パートナーの持ち株比率は95%まで

認める。
②保税加工区にあって製品を100%輸出する外国合弁企業では、外国側

パートナーの持ち株比率を95%まで認める。
③製品の65%を輸出する輸出志向企業については外資系企業であって

も外国人専門家の雇用制限を解除する。
　1989年、新たに導入された以下のような投資の規制緩和策は、インド
ネシアの投資政策の改革に向けての転換点であった。
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①インドネシアにおいて投資拡大の障害と考えられてきた「投資許可業
種リスト（ポジティブリスト）」から、「投資禁止業種リスト（ネガチ
ブリスト）」、すなわち外国投資に禁じている業種のリストへと切り替
えられた。このリストには、国内および外国投資が禁止、制限、ある
いは条件つきでのみ許される産業分野が明示され、リストに含まれな
い分野はすべて新規投資に門戸を開放した。

②外国投資はインドネシアにおいて、条件付きで、25万米ドルを最低
限として許可する。

③会社の株式の少なくとも20%が証券取引所に上場されていれば、外
国企業がその所有権の55%まで保有することができる。

　1990年頃当時のインドネシアヘの外国投資に対する出資比率に関する
主要な規制は以下であった。原則として、外国投資はインドネシア資本と
の合弁形態で行なわなければならない。また、インドネシア側パートナー
の出資比率は、原則として合弁企業設立時に20%以上である必要がある。
事業開始後20年以内に、インドネシア側パートナーの持ち株比率を、資
本の51%以上にしなければならない。
　ただし、特例として、外資の95%までの出資または100%外資企業の設
立が認められる。外資の95%まで出資が認められるのは、50人以上の労
働者を雇用し、かつ製品の65%以上を輸出、または他の産業に材料、部
品などを供給している企業である。外資100%出資が認められるのは、資
本金が5,000万ドル以上（ただし原材料、半製品、部品製造企業にかぎり
200万ドル以上）、または指定遠隔15州に立地する企業、および保税地区
や輸出志向製造業区に立地し、かつ製品の100%を輸出する企業である。
ただし、いずれの特例の場合も、企業も創業開始後20年以内に現地側へ
の資本譲与義務を51%と規定していた。
　以上のように、インドネシアの外資政策は緩和政策を行なっていたにも
かかわらず、他のNIES諸国やASEAN諸国に比較して1990年当時、依然
としてかなりの規制が存在していた。特に資本所有に対する規制が、外国
投資家がインドネシアヘの投資をためらう大きな原因となっていた。
　このようなインドネシアの外資規制のため、1990年頃までの日本企業
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のインドネシアへの直接投資は、インドネシア国内市場を狙った輸入代替
型の直接投資が中心であった。また、インドネシアは、天然資源に恵まれ
た国であるため、資源開発を目的とする投資もかなりあった。1990年前
後から、インドネシア政府は外資の輸出奨励政策に転換してきたこともあ
り、輸出を目的とする日本企業の進出が電機・電子、輸送機械、繊維、な
どの業種を中心として徐々に増加した。

第6節　インドの国際経営環境と日本企業の進出
　インドの国際経営環境として、当時のインドの産業政策についてまず概
観してみよう。
　インドの産業政策は、政府の産業に対する大幅な介入や規制に特色づ	
けられていた。インドの産業政策の基本的枠組みを定めたのは、1948年、
1956年の「産業政策決議（Industrial	Policy	Resolution）」と、1951年の「産
業（開発・規制）法（Industrial	Development	and	Regulatin	Act）」である。
産業政策決議に基づいて公共部門と民間部門の活動範囲が峻別されるとと
もに、産業法によって民間部門を対象にした産業許可制度が運用された。
　インドの1970年代頃までの産業政策の特徴として、以下を指摘するこ
とができる。
　第1は、産業部門に占める公企業の比重が高かった。公企業は、鉄鋼、
石炭、石油、重機械、化学、肥料、薬品などの基礎的、戦略的産業を網羅
しているだけではなく、消費財、商業マーケティング活動、サービス、観
光業、金融業といった分野まで及んだ。インドの産業は、公企業、各種の
合弁企業、民間企業によって構成されている混合経済体制であった。
　第2は、民間企業に対して産業許認可制度を中心とした広汎な経済統制・
規制を実施していたことである。定められた分野における一定規模以上の
民間企業は、産業法に基づいた政府の許認可制度によって多くの点で規制
された。例えば、一定規模以上の民間企業が行なう新規企業の設立、新規
商品の生産、規模の拡張、生産立地の変更等について政府の許認可が必要
であった。
　第3は、輸入関税や数量制限を通じて輸入制限を行ない、国内産業を保
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護し育成するという輸入代替工業化政策を行なったことである。また、外
国からの直接投資についても多くの規制を行なった。
　1980年代に入ると、インド政府は従来の政府による統制・介入による
産業政策を転換する経済自由化政策に漸進的に転換した。その主要な内容
として以下がある。
　第1は、産業許認可制の事実上の撤廃や独占に関する各種規制緩和、立
地規制の緩和等の企業活動の自由化である。
　第2は、公共部門の改革である。従来の公共部門と民間部門の活動範囲
の峻別を緩和し、民間部門が公共部門の分野に参入したり、民間部門の分
野に公共部門が参入することが可能となった。
　第3は、外国資本・技術導入の奨励である。そのための投資環境の整備
が進められた。
　次に、インドの外資政策の変遷についてみてみよう。
　1948年、インド政府は「産業政策決議」を発表し、その中で外国資本
に対する基本政策を定めた。外資政策の基本点は、国益の視点から外資を
規制すべきであるとし、外資は技術移転、輸出促進、輸入代替工業化のた
めに歓迎されるが、インド化政策には従わなければならないとするもので
あった。具体的には、①インドの主権を侵害させないこと、②外資に対し
て特別の優遇措置は講ぜず、民族系資本と同様に扱うこと、③開発の重点
分野である先進的分野においてのみ外資を認めること、④強制収用される
場合には公正、妥当な保証金が支払われること、⑤元本の回収、利益送金
は認められること、⑥企業の所有権、支配権の過半数はインド側に保持さ
れること、などであった。
　1974年に施行された外国為替規正法（Foreign	Exchange	Regulation	Act）	
では、外資に対する規制がさらに強化され、外国資本の出資比率は一般に
40%が上限とされた。40%を超える外国の株式所有が例外的に認められる
のは、高度な技術を必要とする分野、もしくは輸出志向の分野とされた。
1970年代末のラジーブ政権以降、外資に対する規制をしだいに緩め、特
に輸出志向型や高度技術移転型の外資導入に熱心になった。
　1980年のインディラ・ガンディー政権以降、外資の誘致や外資系企業
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の活動規制の緩和等の経済自由化政策が実施された。1981年には、製品
輸出を奨励し、外貨収入増を目指すという目的で、「100%輸出志向企業」
制度が設けられた。これは、製品の大部分を輸出する場合には、立地がイ
ンドのどこであっても、また外国資本が100%の完全所有形態であっても、
外資の進出を認めるという制度であった。1982年には、40%を超える外
国資本参加が認められる業種リストが拡大された。
　1990年頃から、インドでは、輸出加工区企業および100%輸出志向企業
に対して、外資、内資を問わず、租税の減免、輸入ライセンスの割り当て
などの優遇策を行なった。また、外資の出資比率に関しては、①優先業種
および輸出を主とする投資は、外資は51%まで自動承認し、これを超え
る場合も審査結果により認められる、②輸出加工内企業および100%輸出
企業は、外資出資比率は100%を認める、③中小企業のみに留保されてい
る指定業種（約800品目）の製造プロジェクトの場合にいては、外資は
24%を上限とする、④上記以外の場合、個別審査により原則100%まで可
能とする、などかなり緩和された。
　インドでは、このように、1970年代前は外資の進出がかなり制限され、
1990年代から徐々に外資の制限が緩和されてきたという国際経営環境に
あったため、1990年頃までの日本企業のインド進出は極めて少なかった。
その時期の日本企業のインド進出として、スズキ自動車のインドへの直接
投資というケースがある。スズキは、1980年代に「マルチスズキ」とし
て出資比率26%で合弁会社を設立し、1992年には51%に出資を引き上げた。

第7節　ベトナムの国際経営環境と日本企業の進出
（1）ベトナムの産業政策─ドイ・モイ（刷新）政策
　ベトナムは、1986年から「ドイモイ」という名の経済刷新政策を実施し、	
世界的に注目された。ドイモイ政策は、従来の中央集権的な計画経済を大
胆に転換し、市場原理、私有制導入、外資導入などを行ない、その成果は
中国やソ連と共に世界的に注目されている。ドイモイ政策により、先進諸
国の企業のみならず、アジア諸国のベトナム投資が拡大し、外資企業の投
資先として脚光を浴びている。ベトナムは、当時の人口が約7,000万人、
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高い識字率、勤勉な国民性、豊富な農産物・水産物、石油などの豊富な天
然資源をもち、ベトナムに対する潜在的経済発展能力に関心が集まった。
　ベトナムは、1990年代頃から外資導入による経済発展を目指し、投資環	
境の整備を行なった。外国投資関連法規の整備、インフラストラクチャー
の整備、輸出加工区の建設等の投資環境改善を行なった。
　1986年12月、第6回ベトナム共産党大会で決議された新社会経済政策	

（刷新ドイモイ）は、ベトナムの経済において画期的な転換であった。ド
イモイ政策は、以下の点を改革しようとする政策である。
　第1は、従来の中央集権制経済から市場経済体制への移行である。すな
わち、商品経済・市場経済の必要性を認識し、マーケット・メカニズムを
重視する政策である。各種の商品の価格は市場の需給に委ねられ、政府の
価格決定は電九燃料、輸送、交通手段、鉄、セメント、綿など一部の品目
に限られることとした。
　第2は、国営企業の民営化や国営企業への経営自主権の拡大である。政
府は、各省庁とその関係諸機関に対し、それまで諸機関の中に編成されて
いた事業部門を政府から切り離し、それぞれ民間・国営企業に権限を委ね
る政策を実施した。また、石炭、電力、鉄鋼、化学、肥料、運輸、情報、
一部の消費財等の戦略的産業以外の国営企業は、生産、販売、財務などの
企業経営の多くの権限を委譲する経営自主権の拡大政策が実施された。経
営計画の策定、市場への参入、価格の設定、人事の決定、賃金の決定、原
材料の購入等の多くは国営企業に権限が委譲されている。国営企業は独立
採算制に移行し、自ら費用を負担するとともに市場に結びついて主体的に
生産できるようになった。政府は国営企業に対する補助金を大幅に減らす
とともに、命令的計画ノルマを廃止した。
　第3は、所有制改革である。従来の国有・公有の所有形態から国有・公	
有、集団所有、個人所有といった所有形態の多様化を認めたことである。
外国企業が100%出資する完全子会社や、合弁企業の設立をも認めた。ベ
トナムは、外資を積極的に導入し輸出志向型の加工業を振興する開発戦略
を打ち出した。また、公的所有の財産は、国営企業や協同組合にだけ与え
られるのではなく、各種の形態で利用できるようにした。すなわち、売買
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のほか、請負、賃貸、株式化、土地の長期使用貸与や使用権などの形態で
ある。
　ベトナムでは,ドイモイ政策以降、国営企業以外の以下のような各種の
企業・事業形態が存在することになった。
　第1は、官民合弁企業である。これは、政府と民間投資家との合弁企業
である。民間投資家は資本や固定資産を提供し、国と利益を共有する。ま
た、民間投資家は、経営や営業に関する権利も合わせて持つことができる。
　第2は、共同生産企業あるいは共同生産事業である。これは、最も広く
浸透している企業形態である。すべての経済分野の人々が契約のもとに資
本を提供し、利益を共有することが可能である。形態としては、国営と民
間の合弁、民間同士の合同事業、国営企業と外国企業、あるいは、国営と
民間と外国企業による合弁といったものがある。例えば、ベトソブペトロ

（VIETSOVPETORO）で、これは、ベトナム政府と旧ソ連政府との合弁
企業で、1991年にはベトナム・ソ連天然ガス共同公社となっている。
　第3は、小規模企業や家族経営の企業である。民間や国営、外国企業の
下請けや、関連会社として多くが事業を行なっている。
　第4は、委託企業である。経営不振やその他の理由により、政府によっ
て資産を凍結され、他の経営者に委譲された企業であって、通常民間の投
資家が買収した。
　第5は、外国企業である。ベトナム外国投資法に基づいて、海外在住ベ
トナム人を含めた外国企業、個人資本家の100%出資による会社である。
　第6は、生産者組合である。これは通常、特殊な分野、例えば、繊維、コー
ヒー、たばこ等の事業に見られる事業形態である。生産者組合が、他の合
弁事業や企業複合体等と違う点は、資本、固定資産を共有しておらず、相
互利益保護の目的のみに設立されていることである。生産者組合加盟企業、
個人は相互の生産技術保護、または支援、製品の営業方法、市場取引等の
分野で相互補助を行なった。
　ベトナム政府は、1990年代頃から、民間企業活動を促進する政策を打
ち出した。政府は、民間企業に対し、原材料の供給、金融、税金等で公企
業と差別しない政策を行った。民間企業が外国企業と独自に交渉すること
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や、外国から機械設備を輸入するために外貨を使用すること、などを認め
た。また、政府は、民間資本の企業活動を法律面で保証するために「ベト
ナム社会主義国私企業法」が1990年国会で採択され、1991年4月に発効
された。私企業法では、「18歳以上のベトナム人は私企業を設立する権利
を有すること（私企業法第1条）」、「国家は私企業の長期的存在と発展を
公認し、私企業は他の企業と法の前に平等であること、および経営の合理
的利益の創出性を認めること（私企業法第3条）」、「生産手段所有権、資本、
財産に関する相続権、企業主のその他の合法的権利および利益は国家に
よって保護される（私企業法第4条）」、等が規定された。これらの政策に
より、ベトナムでは、民間企業の数が激増し、その生産高は急速に増大し
た。

（2）ベトナムの外資政策の変遷と日本企業の直接投資
　ベトナムは、ドイモイ政策が決定した以降の1987年12月に新たな外国
投資法が制定され、1988年1月に実施された。そして、1988年9月に外国
投資法に関する施行細則が発表された。この新たなベトナムの外国投資法、
および施行細則の内容は、他のアジア諸国の外資関連法規に比較しても遜
色ない内容であった。特に出資比率や減免税措置においては顕著である。
　ベトナム政府は、新たに国家協力投資委員会（SCIC:	State	Cooperation	
and	Investment	Commission）を設立し、直接投資に対する管理を行なっ
た。委員会は、外資に対して情報・アドバイスを与えたり、投資申請の審
査、投資の優先順位の決定、等の業務を行なった。また、ベトナム政府は、
南部のホーチミン、北部のハイファン、中部のダナン等に輸出加工区、工
業団地を設立し、本格的な外資導入政策を打ち出した。
　このような外資導入政策により、1990年頃より日本企業がベトナムに
進出するようになった。その中には、中小企業もあった。日本企業の進出
の中心は、ホーチミン等の輸出加工区、工場団地が中心であった。1990
年頃はドイモイ政策の移行期で、経済が不安定で、外資導入政策が開始さ
れた時期でもあり、日本の大手企業のベトナムへの直接投資はそれほど多
くなかった。
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おわりに

　1960年代から1990年頃までの日本企業の海外直接投資の歴史をみると、
以下のような4期に分けることができるであろう。
　第1期は、1960年代前半頃までの時期である。1950年代に入り、日本経
済は、敗戦から回復し、輸出も再開するようになった。外国為替レートが
1米ドル360円という固定レートに設定され、日本経済も復活、成長する
ようになった。1960年代前半まで日本企業は輸出を中心とした国際化展
開を行った。アジア諸国への戦後賠償もあり、これに関連する海外投資も
あった。この頃まで、純粋な民間企業が行なった東南アジアへの直接投資
はそれほど多くなかった。
　第2期は、1960年代後半の1966（昭和41）年頃から、第1次石油危機（1973
年10月）直前の1970年代前半頃までの時期である。1960年代後半から日
本企業は、輸入代替のみならず輸出拠点の設置を目的とした海外直接投資
が急増した。1971（昭和46）年8月にアメリカはドルと金との交換停止を
発表し（ニクソン・ショック）、同年12月にスミソニアン協定によりドル
が切り下げられ、1米ドル308円の円高となった。その後、ドルの固定相
場制が崩れ、1973（昭和48）年2月に日本は変動相場制に移行した。変動
相場移行後に、一時1ドル260円台まで円高が進んだ。このような円高に
対応して、日本企業は、アジアに生産拠点を設置する動きがみられ、対外
直接投資が増加した。日本企業の国際競争力が強まり、貿易収支や経常収
支の黒字が定着、対外投資の自由化政策などもあり、日本企業の海外直接
投資は急速に拡大し、アジアヘの繊維、電気機械産業などへの投資が増加
した。
　第3期は、1970年代後半頃から1980年代前半頃までの時期である。こ
の時期に、日本と米国との貿易摩擦が発生したこともあり、1978（昭和
53）年から対米向け投資が大きく拡大し、全体の直接投資額も大きく増加
した。地域では米・欧の先進国向けの比重が上昇し、金融・保険、商業へ
の投資も増加した。アジア向けの直接投資も堅調に推移した。
　第4期は、1980年代後半頃から1990年頃までの時期である。この時期、
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過去に類をみないほど、日本企業の直接投資額が急増した。1985（昭和
60）年9月のプラザ合意以降、日本は急激に円高が進み、1980年代末には
120円台末まで円相場が上昇した。日本企業は、このような円高への対応
や拡大するアジア市場向けなどのため、中国や東南アジアなどのアジア地
域への直接投資が急激に拡大した。
　次に、アジアの主要諸国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、イ
ンドネシア、インド、ベトナムの国際経営環境としての外資政策について
考察してみよう。これらのアジア諸国は、時期やその程度は国により相違
するが、輸入代替志向型から輸出志向型に外資政策を変化させてきた。
　台湾とシンガポールが最も早い時期に、輸入代替志向から輸出志向に転
換した。台湾は1960年前後に、輸入代替型から輸出志向型へと転換した。
1960年には「投資奨励条例」が交付され外資優遇措置を打ち出し、1966
年にはアジアで最も早く高雄市に輸出加工区が設置された。台湾は、1960
年代を通じて外資の流入は順調に増加した。シンガポールは、1967年、
1968年頃に、輸出代替型から輸出志向型へと転換した。1967年には「経
済拡大奨励（措置）法」が制定され、外資を利用した輸出志向工業化を目
指した。台湾とシンガポールは1960年代の早い時期から積極的な輸出志
向型の外資政策を行ない、多くの外資が流入し、輸出志向型工業化に成功
した。日本企業は、このような国際経営環境もあり、1960年代から、台
湾とシンガポールに直接投資を行い進出した。
　タイは、1962年に積極的外資を導入し輸入代替型の工業化を育成する
ことを目的とした「産業投資奨励法」が制定された。1960年代から1970
年代初期までは、輸入代替志向型の外資政策が行なわれた。1972年には
従来の輸入代替政策から輸出志向政策を目的とする「投資奨励法」が制定
され、タイの外資政策は輸出志向型に転換した。さらに、1977年、1982
年直接投資を歓迎する奨励策が打ち出され、輸出志向型の外資政策が一層
強化された。日本企業は、タイに主に輸入代替を目的とする投資がみられ、
1980年代後半から輸出拠点を目的とするタイ投資が急増した。
　マレーシアは、輸入代替志向型と輸出志向型が同時に混在して展開され
てきた。1968年は、外資を積極的に導入し、輸入代替と輸出振興を目的
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とする「投資奨励法」が制定された。また、1967年には保全加工工場制度、
1971年には自由貿易区が作られ輸出志向型投資の環境を整備した。1975
年に制定された「工業調整法」では、100%輸出の場合は100%の外資所有
が認められた。1980年と1986年に輸出志向型企業に対する外資所有比率
が一層緩和され、積極的な輸出促進政策がとられた。その結果、1986年
からマレーシアヘの外国投資は急増している。国内需要を中心とする輸入
代替型投資については、ブミプトラ政策（NEP）の下で厳しく外資の所
有比率が制限され、ブミプトラを中心とした民族資本の育成に重点が置か
れた。国内需要企業の外資出資比率については、1988年よりかなりの緩
和措置がとられた。マレーシアへの日本企業の進出は、1960年代頃から
始まったが、主な目的は現地市場型か資源開発を目的とする直接投資で
あった。1980年代後半になると、日本の円高への対応などでマレーシア
への輸出拠点を目的とした直接投資が急増した。特に、日本の電気・電子
産業がマレーシアに多く進出し、欧米の同業種の多国籍企業も進出したこ
とから、マレーシアは東南アジアの電気・電子産業の一大拠点となった。
　インドネシアは、前述したアジア諸国に比較すると輸入代替工業化に重
点が置かれ、輸出振興策がとられたのは1980年代からである。インドネ
シアは、1967年には、輸入代替志向を目的とする「外資導入法」が制定
された。インドネシアは,外資に対して規制と緩和を繰り返しながらも、
80年代前半まで輸入代替志向型の外資政策がとられた。政府の産業政策は、
国内産業の保護・育成に重点が置かれていたため、外資の導入については
業種、出資比率、等でかなりの制約を与えていた。1986年から、外資に
対する規制緩和を打ち出し、従来の高度に保護主義的で輸入代替型政策か
ら輸出振興工業化政策の方向へ軌道修正した。インドネシアは、外資規制
が厳しかったこともあり、現地市場型と資源開発型の直接投資が中心で
あったが、1990年頃になると輸出奨励策を打ち出したこともあり、輸出
拠点を目的とする日本企業の進出が徐々に増えてきた。
　ベトナムは、1986年から社会主義体制下の経済刷新政策であるドイモ
イ政策を行い、外資導入政策を打ち出した。しかし、中国と同じように共
産党支配下の経済刷新政策であり、社会主義経済から市場経済体制への移
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行期の約10年間かなりの混乱もあった。ベトナム経済が落ちついてきた
のは1990年代後半以降で、外資に対する各種規制も多かった。そのため、
日本企業のベトナム進出は1990年頃まで多くはなく、日本企業の本格的
なベトナム進出は1990年代後半頃からであった。
　以上のようなアジア諸国の外資政策に対応する形で、日本企業はアジア
に直接投資により進出していった。台湾とシンガポールが最も早い時期に、
輸入代替志向から輸出志向に転換し、外資誘致政策を実行したことから、
日本企業は1950年代という早い時期に台湾、シンガポールに進出した。
次に、外資導入に積極的であったのはタイである。タイは、1960年代か
ら輸入代替志向型の外資導入政策が行なわれた。1970年代に入ると、タ
イの外資政策は輸出志向型に転換したこともあり、この頃から多くの日本
企業がタイに進出するようになった。タイは、第2次大戦中の日本軍に対
する憎悪も少なく親日的であり、文化的にも仏教国であることもあり、日
本企業の経営環境としては優れていた。マレーシアは、タイに比較すると
外資規制が厳しく、輸出志向の外資政策が行なわれるような時期が1980
年代後半頃からで、国内市場も小さい。日本企業のマレーシア進出は、電
気・電子産業などが中心であった。マレーシアは、米国や欧州の電気・電
子多国籍企業がかなり進出したことから、東南アジアでの電気・電子産業
の1つの拠点となった。インドネシアは、2億人以上と巨大な人口を抱え、
資源の豊富な国であるが、外資規制が厳しく、輸出代替としての外資導入
政策を採ったことから、日本企業は現地市場での販売を目的とする企業や
資源開発の企業が中心であった。ベトナムは、1990年頃まで、ドイモイ
政策の移行期の混乱、外資導入政策の初期ということもあり、本格的な日
本企業の進出はその後になる。インドは、巨大国であるが、国内資本企業
を育成する産業政策が中心で、外資導入は合弁形態が主体で、金額は必ず
しも多くはなかった。日本企業にインド進出は、スズキ自動車の合弁企業

「マルチスズキ」への出資を除いて、1990年頃まで大規模な投資は極めて
少なかった。インド政府が外資導入政策を本格的に取り出したのは、1990
年以降であった。
　1960年代から1990年頃までの時期は、日本にとってまさに企業の国際
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化の胎動期で成長期であり、アジア諸国においては国により開始時は異な
るが外資導入政策による経済発展の時期であったのである。この時期の日
本企業の直接投資による海外進出戦略を歴史的に振り返ると、「円高への
対応」、「進出国の外資政策」、「日本企業の国際的競争力」という3つが最
も重要な要因であろう。

（注）

（ 1 ）	 関口末夫・松葉高司（1974）『日本の直接投資』日本経済新聞社、
97頁。

（ 2 ）	 関口末夫・松葉高司（1974）『日本の直接投資』日本経済新聞社、
88-89頁。

（ 3 ）	 関口末夫・松葉高司（1974）『日本の直接投資』日本経済新聞社、
90-100頁。

（ 4 ）	 日本貿易振興会編（1992）『1996年　ジェトロ白書・投資編　世界
と日本の直接投資』日本貿易振興会、38-40頁。

（ 5 ）	 日本貿易振興会編（1992）『1996年　ジェトロ白書・投資編　世界
と日本の直接投資』日本貿易振興会、38-40頁。

（ 6 ）	 日本貿易振興会編（1993）『1993年　ジェトロ白書・投資編　世界
と日本の直接投資』日本貿易振興会、63-65頁。

（ 7 ）	 ジェトロ開発問題研究会編著（1989）『アジア産業革命の時代─西
太平洋が世界を変える─』日本貿易振興会（ジェトロ）、159頁。

（ 8 ）	 谷浦孝雄編（1989）『アジアの工業化と直接投資』アジア経済研究所、
126-130頁。

（ 9 ）	 日本貿易振興会編（1993）『1993年　ジェトロ白書・投資編　世界
と日本の海外直接投資』日本貿易振興会、198-199頁。

（10）	 タイ投資奨励法による優遇措置および追加優遇措置の概要は、以下
である。

〈投資奨励法（1977）による優遇措置〉
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（1）保証
◦当該企業を国有化から保護する。
◦同企業と競合する国営企業の新規設立を不許可とする。
◦同業種の既存国営企業による市場の独占を禁止する。
◦価格統制を実施しない。
◦製品の輸出認可を常時保証する。
◦政府系機関,国営企業の取り扱う競合製品に対する免税を禁

止する。
（2）保護

◦CIF価格（着地渡し価格）の50%を越えぬ範囲で,競合輸入
品に対し,課徴金をかけることができる。

◦競合製品の輸入禁止をする。
◦投資委員会の委員長（タイ国首相）が奨励プロジェクトのた

めに,奨励手段や税金の軽減措置を命令できる。
（3）許可

◦投資関連活動を目的とした外国人のタイ国への入国を認め
る。

◦奨励対象企業に必要な外国人熟練労働者、技術者、その家族
は投資委員会の承認のもとに、通常の割り当て以外にタイで
の居住を認められる。

◦奨励活動実施のため土地を所有できる。
◦海外への外貨持ち出し、あるいは送金を認める。

（4）税制上の優遇措置
◦奨励対象企業が機械類を輸入する場合、輸入税、営業税を全

額免除または半額免除する。
◦原材料の輸入に対する輸入税、営業税の90%まで免除する。
◦法人税（3年～8年）の免除。期間中、欠損が生じた場合、

免除期間終了後、最高5年間、繰り越し欠損として経費を計
上できる。

◦投資委員会より事前に承認を受けた契約に基づく営業権、ロ
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イヤリティ、技術指導料の海外送金に対する源泉課税を5年
間免除する。

◦所得税免除期間中、配当を課税対象所得より除外する。
〈追加優遇措置〉
（1）投資奨励地域（the　Investment	Promotion	Zones）に対する

優遇措置
投資奨励地域に設立される企業に対しては、次の優遇措置が追
加される。
◦5年間の範囲内で、営業税を最高90%まで免除する。
◦通常の所得税免除期間終了後、または所得税免除を受けてい

ない場合は所得の発生後、さらに5年間にわたり法人税の
50%を免除する。

◦輸送費、電気・水道費の実際の経費の25%を課税対象法人
所得より控除する。

◦通常の減価償却のほか、法人所得が生じた時点より10年間
以内に限り、任意の年に、インフラ建設に要した経費の25%
を課税対象法人所得より控除する。

（2）輸出志向型産業に対する優遇措置について。
◦輸出向け製品に使用される輸入原材料に対する輸入税、営業

税を免除する。国産原材料の買入れに対する営業税を免除す
る。

◦再輸出品に対する輸入税、営業税を免除する。
◦輸入税、営業税を免除する。
◦運賃、保険料を除く、対前年輸出増加分の5%相当を課税対

象法人所得から控除する。
（11）	 日本貿易振興会編（1993）『1993年　ジェトロ白書・投資編』日本

貿易振興会、203頁。
（12）	 谷浦孝雄編（1989）『アジアの工業化と直接投資』アジア経済研究所、

194-195頁。
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